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区　　　分 使　　用　　料

１日使用券（プレー費）

大　　人
（高校生以上）

５００円

子　　供
（中学生以下）

２５０円

貸用具１組（１日）
クラブ１本
ボール１個

２００円

面　

積　

２
６
、７
４
３
・
０
８
㎡

取
得
予
定
価
格

４
３
、４
４
４
、１
９
９
円

　

新
図
書
館
の
蔵
書
を
整
備
す
る

た
め
の
も
の
。

数　
　

量　

１
８
、７
４
９
冊

取
得
金
額２

９
、９
９
９
、８
７
２
円

○ 

教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
命
に

つ
き
同
意
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て

　

教
育
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
、

一
人
の
委
員
が
平
成
１
９
年
３
月

２
８
日
を
も
っ
て
、
任
期
満
了
と

な
る
の
で
、
そ
の
後
任
の
委
員
を

任
命
す
る
た
め
、
議
会
の
同
意
を

求
め
る
も
の
。
議
長
裁
決
に
よ
り

不
同
意
。

○ 

南
相
馬
市
牛
島
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ

場
条
例
制
定
に
つ
い
て

　

牛
島
パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場
を
設
置

す
る
こ
と
に
伴
い
、
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め

る
た
め
、
新
た
に
条
例
を
制
定
す

る
も
の
。

▲牛島パークゴルフ場

専
決
処
分
の
報
告
・
承
認

財
産
の
取
得

▲議会風景

○ 

南
相
馬
市
道
の
駅
条
例
制
定
に

関
す
る
専
決
処
分
の
報
告
及

び
承
認
に
つ
い
て

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数
に
よ

り
否
決
。
直
ち
に
建
設
常
任
委
員

会
が
開
催
さ
れ
、
修
正
案
を
提

出
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。

○ 

平
成
１
８
年
度
南
相
馬
市
一
般

会
計
補
正
予
算

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入

歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
１
３
、０
０
０
千

円
を
追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

２
９
、５
２
２
、１
８
７
千
円
と
す

る
。

○ 

平
成
１
９
年
度
南
相
馬
市
一
般

会
計
予
算
に
つ
い
て

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
２
９
、８
６
９
、６
５
５
千

円
と
定
め
る
。

　

国
指
定
史
跡
「
浦
尻
貝
塚
」
を

公
有
化
し
保
存
整
備
す
る
た
め
の

も
の
。

○
取
得
す
る
土
地
の
表
示

所
在
地　

南
相
馬
市
小
高
区
浦
尻

地　

目　

畑
、
原
野
、
山
林
及
び

　
　
　
　

雑
種
地

土
地
の
取
得

人　

事　

案　

件
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▲浮舟まつり（小高区）

３３月議会月議会
議案58件
報告１件を可決

○ 

南
相
馬
市
副
市
長
の
定
数
を
定

め
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
助
役
に
代
わ
り
副
市
長
を
置

き
、
そ
の
定
数
を
条
例
で
定
め
る

こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
新
た
に
条

例
を
制
定
す
る
も
の
。

○ 

南
相
馬
市
収
入
役
の
事
務
の
兼

掌
に
関
す
る
条
例
を
廃
止
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

　

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
特
別
職
で
あ
る
収
入
役
が
廃

止
さ
れ
、
新
た
に
一
般
職
の
会
計

管
理
者
が
置
か
れ
た
こ
と
か
ら
、

条
例
を
廃
止
す
る
も
の
。

○ 

南
相
馬
市
職
員
定
数
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て

　

退
職
者
の
一
部
不
補
充
並
び
に

市
立
病
院
の
看
護
基
準
及
び
施
設

基
準
の
変
更
に
伴
い
、
職
員
定
数

を
変
更
す
る
た
め
、
必
要
な
改
正

を
行
い
ま
し
た
。

○ 

南
相
馬
市
職
員
の
勤
務
時
間
、

休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に

つ
い
て

　

休
息
時
間
の
廃
止
に
伴
い
、
休

息
時
間
に
関
す
る
条
文
を
削
除
す

る
も
の
。
改
正
に
よ
り
、
昼
の
休

憩
時
間
が
午
後
０
時
か
ら
午
後
０

時
４
５
分
ま
で
と
な
る
。

○ 

南
相
馬
市
市
有
建
物
等
維
持
補

修
基
金
条
例
制
定
に
つ
い
て

　

市
が
保
有
す
る
建
物
及
び
そ
れ

に
附
属
す
る
設
備
等
の
修
繕
そ
の

他
の
維
持
補
修
に
充
て
る
基
金
を

創
設
す
る
た
め
、
新
た
に
条
例
を

制
定
し
ま
し
た
。

○ 

南
相
馬
市
す
こ
や
か
子
育
て
支

援
金
支
給
条
例
制
定
に
つ
い

て

　

鹿
島
区
で
実
施
し
て
い
る
出
生

児
祝
金
事
業
を
、
全
市
で
実
施
す

る
た
め
、
現
行
の
南
相
馬
市
出
生

児
祝
金
支
給
条
例
の
全
部
を
改
正

し
、
新
た
な
条
例
を
制
定
す
る
も

の
。

⑴
支
給
対
象
者

① 

出
産
時
に
お
い
て
１
年
以
上
前

議
案
と
そ
の
結
果
　

３
月
定
例
会
に
提
出
さ
れ
た

議
案
58
件
、
報
告
１
件
は
、
原

案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

か
ら
引
き
続
き
本
市
に
住
所

を
有
し
、
か
つ
引
き
続
き
本
市

に
住
所
を
有
す
る
意
志
の
あ

る
者

② 

現
に
２
子
以
上
を
出
生
養
育

し
、
第
３
子
以
上
を
出
産
し
て

養
育
す
る
父
又
は
母

⑵
支
援
金
等
の
額

①
第
３
子
出
生
児　
１
５
万
円
相
当

②
第
４
子
出
生
児　
２
０
万
円
相
当

③ 

第
５
子
以
降
出
生
児

３
５
万
円
相
当

小
高
区
及
び
鹿
島
区

　

現
金
７
割
、
商
品
券
３
割

原
町
区　

現
金
１
０
割

⑶
支
給
の
時
期

　

支
給
の
決
定
か
ら
、
３
０
日
以

内
に
支
給
。

○ 

南
相
馬
市
重
度
心
身
障
が
い
者

医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

制
定
に
つ
い
て

　

重
度
心
身
障
が
い
者
医
療
費
の

助
成
対
象
と
な
る
施
設
入
所
者
等

に
つ
い
て
、
住
所
地
特
例
を
適
用

す
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
う

も
の
。

⑴ 

施
設
の
入
所
者
等
に
つ
い
て

は
、
入
所
の
前
に
本
市
に
住
所

を
有
し
て
い
た
場
合
は
、
医
療

費
の
助
成
の
対
象
と
す
る
よ

う
改
め
る
も
の
。

※
改
正
に
よ
り
対
象
と
な
る
者

　

次
に
掲
げ
る
施
設
等
へ
入
所

し
、
か
つ
、
住
所
を
当
該
施
設
等

の
所
在
市
町
村
へ
登
録
し
て
い
る

障
が
い
者

・ 

病
院
又
は
診
療
所
、
児
童
福

祉
施
設
、
障
害
者
支
援
施

設
、
国
立
重
度
知
的
障
害
者

総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
、
養

護
老
人
ホ
ー
ム
・
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
、
介
護
保
険
施

設
、
身
体
障
害
者
更
生
援
護

施
設
・
知
的
障
害
者
援
護
施

設
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
ケ

ア
ホ
ー
ム

○ 

南
相
馬
市
貸
工
場
用
地
整
備
事

業
特
別
会
計
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い

て

　

企
業
誘
致
を
促
進
す
る
た
め
、

本
市
の
工
業
基
盤
の
整
備
を
計
画

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
対

応
す
る
会
計
と
す
る
た
め
、
必
要

な
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

条　
　
　

例




